
兄弟・姉妹②

おい・めい③ 子①

祖父母② 祖父母②

父母①おじ・おば③

曽祖父母③

被保険者

孫②

曽孫③

曽祖父母③

配偶者③

配偶者②

配偶者①

配偶者②

配偶者③

父母① おじ・おば③

配偶者 兄弟・姉妹②

孫②

曽孫③

子① 配偶者③おい・めい③

同居・別居可
同居が必要

①…１親等
②…２親等
③…３親等

※配偶者とその親族は内縁の関係を含みます。

扶養している　　　　　に
はありませんか？

健康保険では、被保険者の収入で生活している75歳（一定の障害のある人は65歳）未満
の家族も「被扶養者」として保険給付が受けられます。
被扶養者になるには健保組合から認定を受ける必要があります。

■被扶養者の要件
　下記のいずれにも該当する方を基準に、健保組合が
総合的に判断して被扶養者の認定をします。
①主として被保険者の収入で生活している
②被保険者の３親等内の親族である
③原則として国内に居住している
④年収＊が下記⑴⑵の両方を満たす

⑴年収130万円（60歳以上または障害者の場合は180万円）
未満

⑵被保険者と同居の場合…年収が被保険者の半分未満
　被保険者と別居の場合…年収が被保険者からの仕送り額未満
＊　年収とは、向こう１年間の収入見込み額です。雇用保険の失業等給付、公

的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれます。

３親等内の親族

　結婚・出産などにより扶養家族を有するようになったとき、就職・引っ越しなど
により被扶養者でなくなったときなど、被扶養者に変更があった場合は、「被扶養
者（異動）届」に必要な書類を添付して、５日以内に事業主を経由して当健保組合
に提出してください。

◦パートやアルバイト先で健康保険の被保険者になった
◦75歳になった（後期高齢者医療の被保険者になった）
◦年収が130万円（60歳以上または障害者の場合は180

万円）以上見込まれる
◦年収が被保険者の半分以上になった
◦年収が被保険者からの仕送り額を超えた

「年収の壁」への対応について
　　「年収の壁」対策として、パート・アルバイト等で働く被扶養者で、人手不足で働く日数が多
くなった、残業時間が増えたなどの理由で被扶養者の収入要件を超える一時的な収入増があった場
合は、事業主の証明書を提出すれば、継続して被扶養者になることができます（連続２回まで）。

　被扶養者の方が就職などで、他の健康保険の被保険者や共済組合の組合員になった場合
は、扶養から外す手続きが必要です。他の健康保険に加入した日が、被扶養者の資格喪失
日となります。

その他にも、こんなときは扶養から外れます

▶︎詳しくは厚生労働省のHPをご確認ください。https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html

◦結婚して他の被保険者の被扶養者になった
◦離婚した
◦亡くなった
◦同居が扶養の要件の人が別居した
◦日本国内に住所を有しなくなった
  （海外留学など例外あり）

ご家族
変更

５日以内

■被扶養者に変更が
　あるときは
　手続きが必要です

就職などで他の健保組合の被保険者になったお子さまはいませんか？

手続きを

お忘れなく！

年収の壁


